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員
高
沢
寅
男
君
提
出
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日
外
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人
子
弟
の
教
育
の
た
め
の
施
設
提
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に
関
す
る
質
問
に 

対
す
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答
弁
書 

公
立
学
校
施
設
の
本
来
の
目
的
以
外
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
は
、
設
置
者
で
あ
る
各
地
方
公
共
団
体 

 

が
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
諸
般
の
事
情
を
配
慮
し
、
適
切
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
国
際
化
時
代
を
迎
え
た
今
日
、
一
般
的
な
意
味
に
お
い
て
、
我
が
国
の
学
校
教
育
上
、
国
際
理
解
の
観 

 

点
か
ら
適
切
な
配
慮
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
望
ま
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
具
体
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
に 

 

よ
る
も
の
と
考
え
る
。 




